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研究成果の概要（和文）：地方分権化後のケニアを事例として，地方政府の無償給水政策と受益者負担の有償給
水が並行する状況における生活用水の商品化とローカル・ガバナンスの実態を明らかにした。とくに有償／無償
給水の相互作用に注目し，都市部からは両者が一元管理され補完関係にある例を，村落部からはそれらが個別運
営され競合関係にある例を見いだした。どちらのガバナンスにおいても有力者による水の政治資源としての利用
が認められるが，村落部では有償給水の持続可能性が脅かされていた。用水をめぐる新自由主義的改革・地方分
権化・人権基盤型アプローチをローカルな場で調和させ，人々の生計安全保障を保つためには，個別管理に代わ
る方式が求められる。

研究成果の概要（英文）：Selecting cases from Kenya under devolution, this study illuminated the 
reality of commercialization and local governance of domestic water in the situation where both 
local government's free water supply policy and beneficiary-paid water supply coexist. Focusing on 
the interaction between the two, the study found an urban case in which the two are managed by a 
single committee and in a complementary relation, and another rural case where they are individually
 and separately managed and in a competitive relationship. In both cases of governance, local elites
 used free water as a political resource in a clientelist manner, and the socio-economic 
sustainability of paid water supply was threatened in the rural case. In order to harmonize 
neo-liberal reform, devolution, and the rights-based approach at the local level in the domestic 
water sector, and to maintain the livelihood security of the people, an alternative to separate 
management of individual water sources is required.

研究分野： 人文地理学，社会地理学，東アフリカ地域研究

キーワード： 水資源　ガバナンス　生計　貧困　ケニア

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
井戸運用の持続可能性に注目する先行研究は，水源を別々に扱って支払意思額等を問題とする場合が多い。ま
た，新自由主義的改革，地方分権化，人権基盤型アプローチという異なる開発潮流がローカルな場でいかに相互
作用し，用水の持続可能性や生計安全保障に影響するかを問う視点をもたない。本研究では，これを補うために
「水源間の相互作用」の観点を採用し，複数水源を一元管理する必要性を指摘したところに意義がある。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
（1）IMF や世界銀行は 1980 年代中頃以降，発展途上国における公営給水事業の「失敗」を受け
て，多国籍水企業による受益者負担型の上水供給効率化や，水セクター改革による水道局の民営
化・法人化を各地で進めた（Bond 2008）。だが，こうした市場原理を重視する新自由主義的な流
れは，途上国の生活改善・貧困削減に必ずしも結びつかなかった。今世紀に入ると，ラテンアメ
リカでは左翼政権が憲法改正等を通して“水への権利”を主張するポスト新自由主義の時代に入
ったといわれ，そのサブサハラ・アフリカへの含意についても議論されている（Harrison 2010）。
サブサハラ地域では，1990 年代中頃より人権基盤型の社会開発アプローチが提唱されるなか，
水への権利を主張する動きが活発化しつつある。上水道事業民営化は南アフリカやガーナで貧
困と不健康の悪循環を起こし，人々の抵抗を生み出している（Prempeh 2006, Bond 2008）。近年
では，都市上水道供給の再公営化のように，世界各地で水への権利を重視する動きがみられる。 
 
（2）東アフリカのケニアでも，水セクター改革の一環として水道局事業の法人化が進められて
きた。また NGO 等も，給水の持続可能性を確実にするために受益者負担で有償給水を行ってき
た。他方で，1990 年代より始まった地方分権化の流れ（Barrett et al. 2007）が 2010 年憲法によっ
て本格化した 2013 年以降，カウンティ政府（知事と議会）が無償給水政策を実施し，これが受
益者負担の有償給水に並行する例がみられ始めている。この状況下，生活用水をめぐる利害調整
過程，水のローカル・ガバナンスの実態はどうなっているのだろうか。この点についての先行研
究はほとんどみられず，有償・無償給水の関係は競合的か補完的か，それは人々の用水と生計安
全保障（生計に加わる脅威への対処・適応のあり方）にどう作用しつつあるのかを，実証的に解
明することが重要な課題となっている。「ガバナンスの失敗」は貧困層の水アクセス悪化につな
がりうるが（Bakker et al. 2008），伝統的ドナーや国際機関の重視するグッド・ガバナンスの観点
のみではガバナンスの成否を判断できない。有力者が貧困層用水者（の少なくとも一部）を保護
して政治的支持をえる恩顧主義（クライエンテリズム）的なガバナンスも含めて，ローカルな実
態に注目し，地方分権化のもとで生活用水をめぐるローカル・ガバナンスが人々の生計安全保障
に及ぼす影響を，実証的に検討することが求められている。 
 
２．研究の目的 
 本研究は，地方分権化を進めるケニアの半乾燥・貧困地域から，
有償給水と無償給水が並行するマチャコス・カウンティ（右のケニ
ア全国図を参照）の都市部・村落部を選び，水の商品化とアクセス
多様化の程度を把握する。また，生活用水ローカル・ガバナンスの
政治経済的文脈に留意しつつ，有償給水と無償給水がいかに相互
作用するのかを検討し，それが用水の持続可能性と人々の生計安
全保障に及ぼす影響について考察する。そして，1980 年代以降に
継起した開発潮流である新自由主義的改革，地方分権化，“水への
権利”を強調する人権基盤型の社会開発アプローチの 3 つがロー
カルな場で重合した結果，対象地域の生活用水アクセスにどう影
響し，現地社会はどのように反応しつつあるのかを考える。 
 
３．研究の方法 
まず，ケニアにおける水セクター改革と水資源ガバナンス制度に関する政策文書を収集・検討

した。次に，ケニア中部，マチャコス・カウンティの都市部（マチャコス市）と村落部（ムワラ・
サブカウンティ）を対象として，それぞれの上下水道会社から関係資料の提供を受けた。また，
両地域住民の生活用水アクセス分析を行うために，地形観察ののち，各種水源位置を GPS 測位
し，地理情報システムに登録した。続いて，都市部では給水地点来訪者を，農村部では無作為抽
出世帯を対象として，世帯概要と用水実態などについての質問票調査を行い，共同給水所の帳簿
類の閲覧，用水行列の観察等により，用水実態を把握した。収集したデータは集計して各種の統
計表にまとめるとともに，地理情報システムに載せて各水源の給水範囲とそれらの重複等につ
いて把握した。その際，個別水源を別々に扱うのではなく，既存研究に欠けている「水源間の相
互作用」を中心に据えて事例研究を進めた。そして，生活用水ローカル・ガバナンスとその政治
経済的文脈を検討するために，地域代表者等に対して聞き取り調査を行った。 
 
４．研究成果 
（1）マチャコス市部における調査 
①中心市街のマジェンゴおよびカリオバンギ（低家賃街区）と，新興住宅地から選んだイースリ
ー（高家賃物件を含む街区）について，ダム湖を水源とするマチャコス上下水道会社（MAWASCO，
旧水道局，2005 年に法人化）の共同給水所，カウンティ政府の無償井戸，民間給水所，水の引き
売り業者の活動と路傍の給水点の位置を把握した（2017 年 5～8 月調査，図 1-1 の●および★）。 
  



②2017 年 5～6 月，3 街区内にある複数の共同給水所の利
用者 225 名の世帯を対象として質問票調査を行い，社会
経済的特徴，都市と村落の紐帯（食糧移送等）を確認す
るとともに，用水のアクセス・商品化の実態，各水源の
料金と利用上の特徴を把握した。有償の共同給水所と無
償のカウンティ政府井戸の関係調整が用水ガバナンスの
焦点であるため，両水源の利用実態についての聞き取り
も行った。主に利用する水源までの所要時間は世帯平均
で 3 街区それぞれ 7.5 分，9.5 分，9.6 分であり，大差は
なかった。他方，断水等で主水源が利用できない場合に
重要となる副次的水源（複数）への合計所要時間は，家
賃支払水準との間に若干の負の相関を示した（図 1-2）。
家賃が 6,000 ケニア・シリングを超えるイースリーの社
会経済的上層世帯の合計所要時間は 40 分未満であるの
に対して，下層世帯のなかにはこの時間が非常に長い例
がみられた。イースリーは社会経済的地位と用水アクセ
スの点で不平等を内包した居住区であるといえる。他方，
カリオバンギとマジェンゴでは，多くの世帯の家賃は
5,000 シリングを超えず，とくにカリオバンギの低家賃世
帯には合計所要時間が比較的長いケースがみられた。し
かし，両街区は社会経済的地位と水アクセスの点で，イ
ースリーよりも均質である。 
 
③2002・16 年の水法による水セクター改革がマチャコス
市民の用水アクセスに及ぼした影響を考える際には，上
水事業の法人化（MAWASCO）と上水を低所得層に向け
て再販する共同給水所の役割に注目する必要がある。イ
ースリーの上水本管に接続されているある共同給水所
は，ドナー支援による国の水セクター・トラスト基金
（WSTF）を用いて 2013 年に民有地に開設され，のちに
水・灌漑省から MAWASCO に移管されて，住民自助集
団（講）が運営している。この集団は給水規制局
（WASREB）が定める料金（2 ケニア・シリング／20 リ
ットル）で地域住民に再販する（用水者は毎日先着順に
20 リットル缶を並べ，本管通水までは不在となるので，
用水行列における人々の行動は観察が難しい）。当集団
は，MAWASCO への料金支払い後に残る利益を蓄積して
集会用品を購入・レンタルしており，その利益をメンバ
ーに還元している（WASREB による再販価格の引き下げ
により，利益は以前よりも減少）。断水は頻繁で給水量の
日々変動は大きく，再販収入に影響する（図 1-3，自助
集団の帳簿による）。MAWASCO は政府に登録された自
助集団に給水所と上水再販を託すことで，個別に利用契
約できない低所得層の用水アクセスを保障しようとし
ている。だが想定とは異なり，中心市街と新興住宅地の
双方において，集団が形骸化して再販益を個人が独占し
ている場合や，共同給水所での用水の時間・人手を確保できない世帯に対する個人による再・再
販のケースがみられ，生活用水の商品化が進んでいる。さらに，水道断水時には自助集団が民間
給水車からまとめ買いして再販料金が 3 倍近くとなり，また個人で水引き売り業者から購入す
る場合には料金が 10 倍に達する。 
 
④こうした有償共同給水所が，2010 年憲法による地方分権化後にマチャコス・カウンティ地方
政府が始めた無償給水政策（井戸開設）と，競合関係にあるか，補完関係にあるかを明らかにす
ることが，用水ガバナンスの重要な焦点である。受益者負担の持続可能性に焦点を合わせてきた
井戸開発関連の先行研究は，個別水源を別々に扱って支払意思額や社会経済的な持続可能性を
問題とする場合が多い（例，Cook et al. 2016, Koehler et al. 2015）。本研究では，それらが欠く「水
源間の相互作用」の観点を採用し，カリオバンギ街区の MAWASCO 共同給水所とそれに隣接す
るカウンティ無償井戸のローカル・ガバナンスについて聞き取ったところ，前者の水質が後者に
勝ること（利用者は後者が“塩分”を含み飲用不適と認識），利用者は通・断水と用途に応じて
両者を使い分けていること，両者が当該街区の同じ委員会によって管理運営されていることが



わかった。この例では，無償井戸は有力者の意向を反映して票田確保などを念頭に置いて開設さ
れた恩顧主義的存在ではあるものの，MAWASCO 共同給水所と補完関係にあるといえる。 
 
（2）ムワラ村落部における調査 
①対象地域では，ムワラ上下水道会社（MWASCO）が運営する上水道とこれに接続する共同給
水所の給水範囲は一部に限られ，大部分の農民は生活用水を 2000 年代以降に掘削車両の導入で
普及した井戸か，貯水池，季節河川水（地下ダム）に依存している。井戸には，キリスト教会等
の NGO 組織による有償井戸，JICA プロジェクトにより開設された有償井戸，カウンティ政府に
よる無償井戸，さらには中央政府から交付され国会議員の役割が大きい選挙区開発基金（CDF）
による学校井戸がある。以上のほか，水の商品化事例としては，容器による地下ダム水輸送・販
売がみられた。これらの水源を測位して用水アクセス地図を作成した（図 2-1）。 

②生活用水と家畜用水の競合度および上水道の利用可能性に差のある 2 区域（キレンブワとカ
ンギイ）を選び，無作為抽出した世帯と酪農協同組合員世帯について，水源の利用・管理，地下
ダム・無償井戸の利用者が他水源を併用する戦略，組合員の用水・牛乳出荷の実態を調べるとと
もに，井戸開発地点の選定過程の把握を試みた。2018 年 8 月，一部に MWASCO による給水区
域を含み酪農協同組合員が比較的多いキレンブワの 16 か村と，同給水区域外で組合員も少ない
カンギイの 9 か村において，クラスター無作為抽出法による世帯調査を実施した（20％抽出，
199 世帯）。井戸・地下ダム等の種類別に，最近隣の水源と，水の利用と管理に関して質問した。
各水源について利用世帯の位置を用いた凸包多角形を描き，これをその水源の給水範囲とみな
した（図 2-1 に黄色の境界線で例示）。図 2-2 によれば，カウンティ政府による無償井戸，JICA・
NGO 支援の公的有償井戸，そして貯水池（水質は劣るが多くは無償）は，水源当たりの利用者
が多く給水範囲も広く，主要な水源である。井戸は水量が安定し水質もよいのでとくに重要であ
る。河川と地下ダムは水源当たりの利用者数がより少なく，給水範囲も狭く，それが互いに空間
的に重複する程度は小さい。これに対して，井戸ほかの主要水源の給水範囲は，空間的にかなり
の程度，重複する事例がみられたため，事項の検討へと進んだ。 
 
③図 2-3 が示す通り， 井戸 1 ともう一つのカウンティ井
戸（▲）の給水範囲の重複は少なく，それぞれ大部分は
異なる標本世帯に給水している。しかし，井戸 1（無償）
と井戸 3（有償）の給水範囲は，大きく重複している。さ
らに，調査時点で利用停止中であった井戸 2（有償）は，
井戸 1 に非常に近接した位置にある。この給水範囲重複
状態については，水源間相互作用の観点からの説明が必
要である。井戸 1 は 2009 年に NGO 支援により受益者負
担原則のもと開設されたが，その用水委員会の経理問題
のために運用が中断された。その後，地元カウンティ議
員と連携しつつ，カウンティ知事・政府はこの井戸を接
収・修復して，総選挙が行われた 2017 年から無償で給水
している。料金徴収を伴わないため，かつてのように用
水委員会は設けられていない。これは，有力者が水を政
治資源として利用し，地元有権者との間に恩顧主義的関
係をもとうとした例である。他方，有償井戸 2（2013 年，JICA 支援）は修復・再開された無償
井戸 1 の近隣に位置するため，その利用者数は減少し，水量は豊富であるにもかかわらず，「低
利用→ポンプ用燃料費の不足→“塩分”増加」という悪循環によって，2017 年に停止すること



となった。また，対象地域では，井戸 3 のように
教会組織がカウンティ政府・議員の求める無償給
水を拒否して有償給水を続けているため無償の
井戸 1 と給水範囲が大きく重なる例や，同様の要
請を NGO が拒否して井戸開発が中断した例が見
られた。これらの NGO は，水供給の財政的，社
会経済的な持続可能性を確実にし，また有力者に
よる水の政治資源化を回避するために受益者負
担を強調している。こうした水源間の相互作用
は，図 2-4 のように要約できる。 
 
④給水所等を運営する NGO，用水委員会，カウンティ政府などの間に民営化・分権化後に生じ
た競合関係について，また無償・有償給水に関する指導者層の評価について聞き取ったところ，
無償給水政策をめぐる地元行政官と旧委員会の見解に差がみられた。すなわち，次の総選挙のの
ちまでもカウンティ政府が財政的責任を果たしつづけることに懐疑的な見方と，貧困層への給
水を促進し委員会が陥りがちな経理問題を回避する方法として無償給水政策を支持する見方に
分かれた。以上のように，用水ローカル・ガバナンスにおいては受益者負担原則と恩顧主義的な
水の政治資源化とが競合関係にあり，これが有償井戸に負の影響を与えている。これは，新自由
主義的原則と地方分権化・人権基盤型アプローチがローカルな場で対立する例である。生活用水
と生計はこうした水源間相互作用に依存しており，これに注目した検討が必要なことがわかる。 
 
（3）総括と展望 
 本研究では，ケニアの地方分権化後，マチャコス・カウンティ政府の無償給水政策と受益者負
担の有償給水が並行する状況において，生活用水の商品化とローカル・ガバナンスの実態を明ら
かにした。とくに，有償／無償給水の相互作用に注目し，都市部からは上水道共同給水所と無償
井戸が同一街区の同一委員会によって管理され補完関係にある例を，村落部からは有償井戸と
無償井戸が一元的に運営されず競合関係にある例を見いだした。どちらのガバナンスにおいて
も有力者が用水者を保護して政治的支持をえる恩顧主義の側面を認められるが，それは村落部
では受益者負担による給水の持続可能性に負の影響を与えていた。両例の間には用水の商品化・
多様化の程度に差があり，ローカル・ガバナンスもそれに規定されている。だが，いずれにおい
ても用水をめぐる新自由主義的改革・地方分権化・人権基盤型アプローチのローカルな相互
作用を調和させて人々の生計安全保障を保つことが重要であり，そのためには個別水源管理
に代わる運用方式が求められるといえよう。 
地方分権化前の受益者負担の用水が恩顧主義（水の政治資源化）から全く自由であったとも，

現在の有償・無償給水の並存状態がポスト新自由主義的な無償給水へと不可逆的なかたちで移
行することになるとも，想像しがたい。現実の用水ローカル・ガバナンスにおいては有償・無償
の関係が補完ないし競合の状態にあり，どちらか一方へと集約されるのではなく，両方が並存す
る場合もあることに留意すべきである。有償／無償の二者択一で議論し，新自由主義的有償化の
ほかに代替案を考えない議論に限界が指摘されるなか（Harris et al 2013: 20-21），人権基盤型アプ
ローチの美名のもと無償給水する恩顧主義をバッド・ガバナンスとして単純に否定して有償一
本とすることなく，ローカル・レベルでの用水実態，ガバナンス，生計安全保障の問題を明らか
にすることが必要であり，そのためには水源間の相互作用と一元管理の視点が有効である。 
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